
​令和　　年　　月　　日​

​使　者　差　向　書​

​（法人及び税理士等用）​

​札幌市長　宛​

​　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（請求者）​

​　​

​　　　　　　　　　　　　　　　　　　​​所在　　　　　　　　　　　　　　　　　​

​　　　　　　　　　　　　　　　　　　​​名称　　　　　　　　　　　　　　　　　​

​連絡先　　　　　　　　　　　　　　　　​

​　​​　　　　　​​年度の​​　　　　　　　　　　　　　　　​​の請求について、下記の者を使者とし​

​て差し向けますので、私とみなして証明等の交付を願います。​

​記​

​（使者）住所​​　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　​

​　　　　氏名​​　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　​

​※１　使者差向書は、税理士、行政書士、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、社会保険労務士、弁理士又は 海事代理士及​

​び法人（以下「税理士等」という。）が納税義務者又は法令に基づく正当な理由を有する方から請求の委任を受けた場合​

​で、窓口に事務員、税理士等の補助者及び法人の従業員が来られるときに必要な書類です。​

​※２　使者差向書は、納税義務者から委任を受けた方が作成してください。​

​※３　窓口にて使者の方の本人確認書類（マイナンバーカード、運転免許証・パスポート等）をご提示いただきます。​

​※４　申請に疑義が生じた場合は、請求者へ連絡を行う場合があります。なお、確認ができない場合は証明書の発行をお断り​

​する可能性があります。​

​※５　使者差向書の偽造又は偽造した使者差向書の行使をした者は、刑法第 159 条（私文書偽造等）又は同法第 161 条（偽​

​造私文書等行使）の規定により罰せられます。​



​令和​​〇〇​​年​​〇〇​​月​​○○​​日​

​使　者　差　向　書​

​（法人及び税理士等用）​

​札幌市長　宛​

​　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（請求者）​

​　​

​　　　　　　　　　　　　　　　　　　​​所在　　　　　　　　　　　　　　　　　​

​　　　　　　　　　　　　　　　　　　​​名称　　　　　　　　　　　　　　　　　​

​連絡先　　　　　　　　　　　　　　　　​

​　​​　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　​​の請求について、​

​下記の者を使者として差し向けますので、私とみなして証明等の交付を願います。​

​記​

​（使者）住所​​　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　​

​　　　　氏名​​　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　​

​※１　使者差向書は、税理士、行政書士、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、社会保険労務士、弁理士又は 海事代理士及​

​び法人（以下「税理士等」という。）が納税義務者又は法令に基づく正当な理由を有する方から請求の委任を受けた場合​

​で、窓口に事務員、税理士等の補助者及び法人の従業員が来られるときに必要な書類です。​

​※２　使者差向書は、納税義務者から委任を受けた方が作成してください。​

​※３　窓口にて使者の方の本人確認書類（マイナンバーカード、運転免許証・パスポート等）をご提示いただきます。​

​※４　申請に疑義が生じた場合は、請求者へ連絡を行う場合があります。なお、確認ができない場合は証明書の発行をお断り​

​する可能性があります。​

​※５　使者差向書の偽造又は偽造した使者差向書の行使をした者は、刑法第 159 条（私文書偽造等）又は同法第 161 条（偽​

​造私文書等行使）の規定により罰せられます。​


